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（
福
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）
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定

例

令

和

三
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第
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七
十
八
号
ま
で

目

録

二

月

中

第
三
号
か
ら

号

外

第
七
号
ま
で

告

示

日

号
外

ペ
ー
ジ

一
三
五

保
安
林
等
の
皆
伐
面
積
の
限
度
を
公
表
す
る
件

一

一

3

一
三
六

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
件

二

四
六

一
三
七

建
設
業
者
の
営
業
所
の
所
在
地
を
確
知
で
き
な
い
の
で
建
設
業
法
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
件

二

四
六

一
三
八

道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

二

四
六

一
三
九

同

二

四
七

一
四
〇

同

二

四
七

一
四
一

同

二

四
七

一
四
二

同

二

四
八

一
四
三

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

二

四
八

一
四
四

同

二

四
八

一
四
五

同

二

四
八

一
四
六

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
件

二

四
八

一
四
七

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
に
よ
り
救
急
病
院
を
認
定
し
た
件

五

五
一

一
四
八

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届

出
が
あ
っ
た
件

五

五
一

一
四
九

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件

五

五
一

一
五
〇

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
り
県
が
意
見
を
述
べ
た
件

五

五
二

一
五
一

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所
有
者
等

の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件

五

五
二

一
五
二

土
地
収
用
法
に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し
た
件

五

五
二

一
五
三

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
件

九

五
七

一
五
四

地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
認
証
し
た
件

九

五
八

一
五
五

同

九

五
八

一
五
六

同

九

五
八

一
五
七

同

九

五
八

一
五
八

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
件

九

五
八

一
五
九

土
地
改
良
法
に
よ
り
換
地
処
分
を
し
た
件

九

五
八

一
六
〇

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
森

林
所
有
者
等
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し

た
件

九

五
八

一
六
一

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
に
よ
り
都
市
計
画
を
変
更
し
た
件

九

五
九

一
六
二

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
件

一
二

六
五

一
六
三

土
地
改
良
法
に
よ
り
換
地
処
分
を
し
た
件

一
二

六
五

一
六
四

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
森

林
所
有
者
等
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



令和３年３月12日 金曜日 福 島 県 報 目 録 (２月中) 2

た
件

一
二

六
五

一
六
五

同

一
二

六
五

一
六
六

同

一
二

六
六

一
六
七

同

一
二

六
六

一
六
八

同

一
二

六
六

一
六
九

同

一
二

六
六

一
七
〇

道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

一
二

六
七

一
七
一

都
市
計
画
を
変
更
し
た
件

一
二

六
七

一
七
二

同

一
二

六
七

一
七
三

青
少
年
に
有
益
な
書
籍
と
し
て
推
奨
す
る
件

一
六

七
三

一
七
四

土
地
改
良
区
の
設
立
に
つ
い
て
適
当
と
す
る
旨
決
定
し
た
件

一
六

七
三

一
七
五

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
件

一
六

七
三

一
七
六

同

一
六

七
四

一
七
七

同

一
六

七
四

一
七
八

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件

一
九

七
六

一
七
九

保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
件

一
九

七
六

一
八
〇

道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

一
九

七
六

一
八
一

生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
等
の
た
め
の
医
療
機
関
を
指
定
し
た
件

二
四

八
二

一
八
二

生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ

た
件

二
四

八
二

一
八
三

同

二
四

八
三

一
八
四

生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
休
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ

た
件

二
四

八
三

一
八
五

生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
等
の
た
め
の
施
術
者
を
指
定
し
た
件

二
四

八
三

一
八
六

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が

あ
っ
た
件

二
四

八
三

一
八
七

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件

二
四

八
四

一
八
八

同

二
四

八
四

一
八
九

電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
と
し
て
指
定
し
た
件

二
四

八
四

一
九
〇

同

二
四

八
四

一
九
一

災
害
救
助
法
に
よ
る
救
助
を
実
施
す
る
件

二
六

九
五

一
九
二

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
指
定
区
域
を
指

定
す
る
件

二
六

九
五

一
九
三

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件

二
六

九
五

一
九
四

同

二
六

九
五

一
九
五

同

二
六

九
六

一
九
六

同

二
六

九
六

一
九
七

同

二
六

九
六

一
九
八

同

二
六

九
六

一
九
九

指
定
漁
船
を
普
通
損
害
保
険
に
付
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
同
意
が
あ
っ
た

件

二
六

九
七

二
〇
〇

同

二
六

九
七

二
〇
一

同

二
六

九
七

二
〇
二

同

二
六

九
七

二
〇
三

同

二
六

九
七

二
〇
四

同

二
六

九
七

二
〇
五

土
地
改
良
法
に
よ
り
換
地
処
分
を
し
た
件

二
六

九
七

二
〇
六

育
種
母
樹
林
等
を
指
定
し
た
件

二
六

九
七

二
〇
七

道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

二
六

九
七

二
〇
八

同

二
六

九
八

二
〇
九

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
指
定
す
る
件

二
六

九
八

二
一
〇

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件
二
六

一

6

二
一
一

同

二
六

一

6
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二
一
二

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
森

林
所
有
者
等
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し

た
件

二
六

二

6

二
一
三

同

二
六

二

6

二
一
四

同

二
六

三

6

二
一
五

同

二
六

三

6

二
一
六

同

二
六

三

6

二
一
七

同

二
六

三

6

二
一
八

同

二
六

四

6

二
一
九

同

二
六

四

6

二
二
〇

同

二
六

四

6

公

告

二
〇

落
札
者
を
決
定
し
た
件

二

四
九

二
一

一
般
競
争
入
札
を
行
う
件

五

五
四

二
二

落
札
者
を
決
定
し
た
件

五

五
六

二
三

同

五

五
六

二
四

土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

九

五
九

二
五

同

九

六
〇

二
六

県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
件

九

六
〇

二
七

同

九

六
〇

二
八

同

九

六
〇

二
九

落
札
者
を
決
定
し
た
件

九

六
一

三
〇

一
般
競
争
入
札
を
行
う
件

一
二

六
八

三
一

都
市
計
画
事
業
の
認
可
の
告
示
が
あ
っ
た
件

一
二

七
〇

三
二

同

一
二

七
〇

三
三

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
件

一
二

七
一

三
四

同

一
二

七
一

三
五

同

一
二

七
一

三
六

落
札
者
を
決
定
し
た
件

一
二

七
一

三
七

土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

一
六

七
四

三
八

県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
件

一
九

七
七

三
九

同

一
九

七
七

四
〇

同

一
九

七
七

四
一

同

一
九

七
七

四
二

同

一
九

七
七

四
三

同

一
九

七
七

四
四

同

一
九

七
七

四
五

一
般
競
争
入
札
を
行
う
件

一
九

七
八

四
六

落
札
者
を
決
定
し
た
件

二
四

八
五

四
七

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
件

二
四

八
六

四
八

同

二
四

八
六

四
九

土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

二
四

八
六

五
〇

県
税
条
例
等
に
基
づ
き
災
害
等
に
よ
り
期
限
を
延
長
す
る
件

二
六

九
九

五
一

県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
件

二
六

九
九

五
二

都
市
計
画
の
決
定
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
件

二
六

九
九

五
三

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
件

二
六

九
九

福
島
県
病
院
局

公

告

一

一
般
競
争
入
札
を
行
う
件

二
四

八
七



令和３年３月12日 金曜日 福 島 県 報 目 録 (２月中) 4

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

福
島
県
教
育
委
員
会

規

則

三

福
島
県
立
学
校
に
勤
務
す
る
教
育
職
員
が
業
務
を
行
う
時
間
の
上
限
に
関

す
る
規
則

一
二

一

4

四

福
島
県
自
然
の
家
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

一
二

一

4

五

福
島
県
郡
山
自
然
の
家
及
び
福
島
県
い
わ
き
海
浜
自
然
の
家
に
係
る
福
島

県
自
然
の
家
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
二

二

4

六

福
島
県
自
然
の
家
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
福
島
県
会
津
自
然
の

家
に
係
る
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

一
二

二

4

七

福
島
県
立
高
等
学
校
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

一
二

二

4

八

福
島
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
二

二

4

福
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

公

告

二

落
札
者
を
決
定
し
た
件

二

五
〇

三

一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
件

九

六
二

福
島
県
公
安
委
員
会

規

則

一

遊
泳
者
及
び
プ
レ
ジ
ャ
ー
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
の
事
故
防
止
等
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
二

四

4

福
島
県
警
察
本
部

公

告

六

落
札
者
を
決
定
し
た
件

二
四

八
九

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

告

示

一

政
治
団
体
設
立
の
届
出
が
あ
っ
た
件

二
六

一

7

二

政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
件

二
六

一

7

三

政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
件

二
六

三

7

四

資
金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
件

二
六

四

7

五

資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
件

二
六

四

7

六

資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
件

二
六

四

7

七

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
を
告
示
す
る
件

二
六

五

7

八

同

二
六

一
一

7

九

政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書

に
つ
い
て
訂
正
の
届
出
が
あ
っ
た
件

二
六

一
五

7

一
〇

同

二
六

一
五

7

一
一

同

二
六

一
五

7

福
島
県
監
査
委
員

公

表

一

監
査
公
表

一
九

一

5

二

同

一
九

六

5

三

同

一
九

一
二

5

福
島
県
人
事
委
員
会

規

則
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二

職
員
の
採
用
試
験
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
九

八
〇

告

示

二

口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
個
人
情
報
を
定
め
る
件
の

一
部
を
改
正
す
る
件

一
九

八
〇

福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

指

示

一

す
く
い
網
漁
業
に
つ
い
て
指
示
す
る
件

二
四

九
〇

二

こ
う
な
ご
電
気
棒
受
網
漁
業
に
つ
い
て
指
示
す
る
件

二
四

九
〇

福
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

指

示

一

こ
い
の
持
ち
出
し
等
に
つ
い
て
指
示
す
る
件

二
四

九
一

告

示

一

こ
い
の
持
ち
出
し
の
禁
止
に
係
る
指
定
水
域
の
範
囲
を
定
め
る
件

二
四

九
一

二

令
和
三
年
度
目
標
増
殖
量
を
定
め
た
件

二
四

九
一

正

誤

令
和
三
年
一
月
二
十
二
日
付
け
定
例
第
百
六
十
八
号
中

一
二

七
二

令
和
二
年
十
一
月
十
七
日
付
け
定
例
第
百
五
十
四
号
中

一
六

七
五

令
和
三
年
二
月
十
二
日
付
け
定
例
第
百
七
十
四
号
中

二
四

九
四


